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良質で安全な水道水の供給継続に向けたコンプライアンス確保

組織的な法令遵守に向けた体制の確立

御提案内容

川崎市上下水道局では、水道事業を管理運営する上で必要となる法令等を遵守することを目的に、業務を点
検・検証する体制（以下、「業務管理システム」という。）を確立し、水道技術管理者を中心とした組織的な法令遵
守に取り組んでいます。
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水道は、市民生活や事業活動、都市機能を維持するための重要な基

盤施設であり、水道事業者には、市民がいつでも安心して使用できる良

質で安全な水道水を供給する責務があります。そのため、川崎市上下

水道局では、水道事業に携わるすべての職員が水道法及び水道関係

法令等を遵守し、日々の業務を行うことができるよう「水道事業の業務

管理システムを運用し、組織的に法令遵守に取り組んでいます。業務管

理システムの運用方法や業務点検に使用している管理項目一覧表など

を提供することにより、法令に基づいた適正な業務運営・管理を実施で

きるよう支援いたします。

○ 研修
≪研修例≫
・業務管理システムの運用方法に関する研修

○ 資料提供

≪資料例≫
・業務管理システムマニュアル
・管理項目一覧表

御要望に沿った内容で実施いたします。まずは御相談ください。

【支援方法】

（問合せ先）
首都圏水道事業体支援プラットフォーム事務局
東京都水道局多摩水道改革推進本部調整部 経営改善課国内貢献施策推進担当
ＴＥＬ ： 042-548-5361 ＦＡＸ ： 042-521-5141
メール ： tamasuidou@waterworks.metro.tokyo.jp

【内容】

教育

点検

改善

実行責任者向け研修（教育）
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